
国民健康保険医療費のお知らせを同封しています
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健康に対する関心と国民健康保険への理解を深めていただくため、国民健康保険で診療を受
けた医療機関等からの請求に基づき、かかった医療費等をお知らせするものです。
確定申告を行う人は「医療費控除の明細書」に添付して使用することができますので、大切

に保管してください。
※医療費控除の詳細についてはお住まいの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。

恐れ入りますが、11月と12月診療分は医療機関等でお支払いした時の領収書をもとに、
「医療費控除の明細書」の作成をお願いします。また、マイナポータルでは医療費の一部が
医療費通知情報として閲覧できます（Q５へ）。確定申告の詳細は国税庁のウェブサイトで
ご確認ください。

Ｑ３．確定申告の「医療費控除の明細書」に添付するとき、確定申告の時期
までに届く「国民健康保険医療費のお知らせ」のみでは、1～5月診療分
と6～10月診療分のことまでしか分かりませんが、11月と12月診療分
についてはどのようにすればいいですか？

医療費のお知らせは、医療機関等から本市へ保険請求がされたレセプトに基づいて作成してい
ます。請求内容、金額のご確認については、一度該当医療機関等へお問い合わせください。確定
申告に使用する場合の対応についてはお住まいの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。
その他ご不明な点等がございましたら健康福祉局保険年金課医療費通知担当（052-972-2568）
にてお伺いします。

Ｑ2．金額や日数について、確認したいことがあるのですが、どうしたらよい
ですか？
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Ｑ 1 . 「 国民健康保険医療費のお知らせ」とはなんですか？
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よくある質問Ｑ＆Ａ

Ｑ４．「国民健康保険医療費のお知らせ」は再作成できますか？

Ａ4. 恐れ入りますが、再作成はできません。確定申告をお考えの人は申告の時期まで大切に保
管してください。お知らせを紛失された人は、領収書やマイナポータルの医療費通知情報を
もとに「医療費控除の明細書」の作成をお願いいたします。

Ｑ5．マイナポータルの医療費通知情報ではどのような情報が閲覧できますか？

医療機関等の窓口で支払った、公的医療保険に係る医療費の情報を閲覧できます。なお、
後日保険者から支給を受けた場合の高額療養費、立て替え払いをした療養費、整骨院・接骨
院で受けた柔道整復療養費など、一部の医療費等については、表示されませんのでご注意く
ださい。
※詳細についてはマイナポータルのウェブサイト等でご確認ください。
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